
iPS細胞技術の普及推進に向けた特設サイト構築・運営業務 

受託候補者募集要項 
 

１ 委託業務の名称 

  iPS細胞技術の普及推進に向けた特設サイト構築・運営業務 

   

２ 委託契約内容 

(1) 委託期間 

契約締結日から令和９年３月３１日（水）まで  

 

(2) 委託金額 

７，０００千円以内（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

(3) 委託内容 

   別添仕様書のとおり 

 

３ 公募型プロポーザル方式に参加する者に必要な資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しないこ 

と。 

(2) 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てをした者にあ

っては再生計画の認可がなされていない者、会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）

に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更正計画の認可がなされていない

者でないこと。 

(3) 京都府税、京都市税、消費税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

(4) 令和８年２月１日において、直前２営業年度以上の営業実績を有すること。 

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「法」

という。）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しない

ほか、次に掲げる者（次のいずれかに該当した者であって、その事実がなくなった後

２年間を経過しない者を含む。）に該当しないこと。 

ア 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。） 

イ 法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外のものが暴力団

員である者又は暴力団員がその経営に関与している者 

ウ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的を

もって暴力団の利用等をしている者 

エ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は 

積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者 

オ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者  

カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用している者 

キ 暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受けて企画提案に参加しようとする者 



(6) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそ

れのある団体に属する者（その事実がなくなった後２年間を経過しない者を含む。）

に該当しないこと。 

(7)  過去 5 年以内において、各種法人（一般社団法人、公益社団法人、公益財団法人等）

または医療・バイオ研究機関等が運営する、医療関連の WEB サイト（特設サイトを含

む）の構築の実績を有すること。 

 

４ 提出書類 

以下資料を記載の部数、提出すること。 

資料名 部数 備考 

参加表明書 【様式１】 １部  

企画提案書（任意様式） ６部 ○ 本業務で構築を想定しているサイトの階層構

造（サイトマップ）、および主要画面のレイア

ウトや導線設計（ワイヤーフレーム等）が具

体的に分かる資料を添付すること。 

○ 本業務の委託期間および公開時期に合わせ、

要件定義、デザイン制作、サイト構築、検

証・調整から本番公開にいたるまでの具体的

な作業工程、および事務局との連携フローを

明記した「制作スケジュール（工程表・ガン

トチャート等）」を記載すること。 

本業務を円滑かつ確実に行うための「業務実

施体制図」を記載すること。体制の構築にあ

たっては、以下の要件を満たす適切な者を配

置すること。また、双方の略歴および過去の

主な担当実績（ポートフォリオ等）を添付す

ること。 

・プロジェクトマネージャー（総括責任者）： 

本業務全体を統括し、事務局との連絡調整を

責任をもって行う者を配置すること。 

・アートディレクター（デザイン統括責任者）： 

全体のトーン＆マナーを統括し、直感的な

UI/UX設計および専門情報の視覚化設計を統

括する者を配置すること。なお、過去5年以内

に、医療分野の同等以上の規模のコミュニケ

ーション構築業務において、アートディレク

ター（またはそれに準ずるデザイン統括責任

者）として従事した実績を有すること。 

○ １部は社名を記載し、残り５部は社名なしで

作成すること。 

 



見積書（任意様式） ６部 ・ 宛先は京都再生医療等支援事業運営協議会長

とすること 

・ 消費税及び地方消費税相当額は１０％で計上

するとともに、消費税及び地方消費税相当額

は内書きで記載すること 

・ １部は社名を記載し、残り５部は社名なしで

作成すること 

・ 企画費等で計上するものについては、可能な

限り積算根拠を明示すること。 

会社概要 ６部 ・ 会社概要が分かるパンフレット等 

業務実績調書【様式２】  ６部 ・ 本業務に類似又は関連する業務を受託又は自

ら実施した実績がある場合にのみ提出。 

その他、特に本事業の品

質向上に寄与すると思わ

れる資料等 

１部 任意提出 

 

また、京都市の競争入札参加資格者名簿に登録されていない者は、以下の書類を提出

すること。 

資料名 部 数 備 考 

履歴事項全部証明書（登記簿謄本） １部 

申請日前３箇月以内に発

行のもの（写し可） 
印鑑証明書 １部 

納税証明書（国税及び京都市税） 各１部 

誓約書【様式３】 １部  

 

５ 提出書類の提出方法 

(1)  提出方法 

   下記、提出場所のメールアドレスにデータを送付 

(2)  提出受付期間 

   令和８年６月１２日（金）から８年６月２３日（火）午後５時まで 

(3)  提出場所 

   〒６０４－８５７１ 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

京都市産業観光局スタートアップ・産学連携推進室内 

京都再生医療等支援事業運営協議会事務局 

担当：久保田、岡田 

             Mail: kuqbd306@city.kyoto.lg.jp  

                okqbd371@city.kyoto.lg.jp 

Tel:075-222-324 

 

６ 企画提案に関する質問・回答 



(1)  受付期間 

   令和８年６月１２日（金）から８年６月１８日（木）午後５時まで 

   ※期限後の質問は、一切受け付けません。 

(2) 質問方法 

   電子メールにより、メール件名に「iPS 細胞技術の普及推進に向けた特設サイト構

築・運営業務に係る質問」とし、メール本文に質問事項を簡潔に記すこと。 

(3) 受付先メールアドレス 

kuqbd306@city.kyoto.lg.jp 

okqbd371@city.kyoto.lg.jp 

(4) 回答予定日及び方法 

  令和８年６月２２日（月） 

 全ての質問及び回答については、質問のあった電子メール宛に返信することで回答と

する。 

 

７ 提案の審査・選定等 

(1)  受託候補者の決定 

   iPS 細胞技術の普及推進に向けた特設サイト構築・運営業務受託候補者選定委員会が、

下記「評価基準」に基づいて行い、合計点が６０点以上の者の中から、点数が最も高い

者を受託候補者として選定する。なお、必要に応じて企画提案書提出事業者には、企画

提案に係る説明を求める場合がある。その場合には、企画提案書提出事業者に別途通知

する。 

 

評価項目 評価の着眼点 評価のポイント 評価点 

提案内容 

 

企画・構成・

デザイン 

全体のコンセプト、デザインの優位性、ターゲ

ット層に応じたユーザーインターフェース

（UI/UX）の視点が優れているか。 

２０ 

提案内容 

 

コンテンツの

充実度 

iPS 細胞技術や再生医療の普及啓発・情報発信

プラットフォームとして、適切かつ効果的なコ

ンテンツが提案されているか。 

１０ 

提案内容 

 

アクセス向上

対策 

ＳＥＯ対策が十分に検討されているか。 １５ 

提案内容 

 

機能性・仕組

み 

サイト内での回遊性向上やマッチングを促す効

果的な仕組みが提案されているか。 

２０ 

提案内容 

 

運用・保守体

制 

納品後の円滑な管理・運用保守体制および情報

セキュリティ対策が十分に構築されているか。 

１０ 

業務実績 

 

類似業務の実

績 

本業務に類似した業務の実績。 １５ 



評価項目 評価の着眼点 評価のポイント 評価点 

見積額 価格の妥当性 10 点×（(契約金額の上限－自社の見積額)／

(契約金額の上限－参加者のうち最低見積額)）

※小数点第１位は四捨五入 

１０ 

合計 １００ 

 

(2) 選定結果の通知 

   令和８年６月２６日（金）以降に提出のあった電子メール宛に審査結果を通知する。 

(3)  審査後の手続き 

   選定した受託候補者と契約協議を行い、詳細な業務内容及び契約条件について合意し

た後に委託契約を締結する。受託候補者と契約条件について合意に達しなかったときは、

次点の事業者を受託候補者として協議を行い、合意した後に委託契約を締結する。 

   また、受託候補者との協議において、仕様書や企画提案書の内容を一部修正する場合

がある。 

 

８ 留意事項 

(1)  失格となる参加表明書及び企画提案書 

   次に掲げる事項に該当する者は、失格とする。 

ア  提出方法、提出受付期間、提出場所に適合しないもの  

イ 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの 

 ウ  記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの 

 エ  虚偽の内容が記載されているもの 

(2)  その他 

ア  すべての提出書類の作成・提出に係る費用は、応募事業者の負担とする。 

イ 提出書類は、受託候補者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成する 

ことがある。また、提出書類は返却しない。 

  ウ 提出期限以降における提出書類の差し替え及び再提出は、明らかな誤字脱字等によ 

   り本市の承諾を得た場合のほかは認めない。 

 

９ その他 

(1) 本事業に係る監査が行われる場合は、委託契約期間終了後を含めて必ず協力すること。 

(2) 本事業を通じて、著作権や特許権等の知的財産権が発生した場合、その権利は全て京

都再生医療等支援事業運営協議会に帰属するものとします。 

(3) 企画内容に関しては、京都再生医療等支援事業運営協議会事務局が最終的に決定する

ものとします。 


